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はじめに 
 

千葉県土地改良区に係る検査改善検討会議（以下、「検討会議」という。）は、千葉

県干潟土地改良区において事務局職員による不適正な経理で多額の使途不明金が生

じ、県による定期検査において不正の発見に至らなかったことを受け、現行の県にお

ける検査方法の検証を行い、不祥事件の再発防止と実効性の高い検査の実施を図るこ

とを目的として設置された。 

本会議は、本日までに開催された３回の会議において、千葉県より概要の説明を受

けるとともに、資料の提出を求め、その資料の点検・査読などにより、必要とした検

証を行った。その結果、新検査方針の策定に向けた提言を取りまとめるに至ったので、

本日ここに報告を行う。 
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１ 現行の検査方法の検証 

 

（１）土地改良区検査の根拠法令 

  ア  土地改良法（昭和 24 年 6 月 6 日法律第 195 号）（以下「法」という。）

第１３２条第１項「農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良区に法令、法

令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、土地改良事業計画、

換地計画若しくは交換分合計画を遵守させるために必要があると認められる

ときは、これらの者からその事業に関し報告を徴し、又はこれらの者の業務若

しくは会計の状況を検査することができる。 

 

（２）千葉県における現在の土地改良区検査内容 

  ア 検査周期 … 原則として３年ごとに実施 

  イ 検査事項 … 次の３項目 

(ｱ)組織及び運営に関する事項 

(ｲ)事業に関する事項 

(ｳ)会計経理に関する事項 

  ウ 検査基準日 … 検査着手日の前業務日 

  エ 検査対象期間 … 検査基準日の属する年度の過去３年度の年度開始の日

から検査基準日までとする。ただし、前年度のものを重点的

に検査の対象とする。 

  オ 検査通告 … あらかじめ通告して検査を行う場合は、検査対象土地改良区

等に対し、検査通告を行う。 

  カ 検査準備 … 検査通告を行ったときは、あらかじめ、検査対象土地改良区

等から検査事前提出資料の提出を求める。 

           担当職員は、検査の効率的実施に資するため、検査事前提出

資料につき十分な検討を加え、検査実施の際に確認すべき重点

事項を整理しておく。 

  キ 検査方法 … 担当職員が、関係書類、帳簿等の記載内容等について聴き取

りを行い、必要に応じて資料収集、立会い等により確認する。 

  ク 検査の立会い … 検査に当たっては、理事及びその他の責任者の立会いを

得て検査を行わなければならない。 
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  ケ 意見の聴き取り … 現地講評前に、検査によってその内容が明らかになっ

た事項について、役員等から意見を聴取する。 

 

２ 現行の検査方法における課題 

 

（１）検査通告 … 検査対象全土地改良区に対し、毎年５月に文書により検査日等

を事前通告していたため、検査実施日が年度後半となっている土

地改良区は事前工作が容易であった。 

 

（２）検査日数 … 土地改良区の業務執行に支障を与えないように配慮する必要が

あるため、土地改良区の規模に関わりなく、１日で検査を終了さ

せていた。 

このため、支区が複数あり、多数の事業を実施しているような

大規模土地改良区の検査においては、帳簿間照合を、金銭出納簿

の帳簿残高と預金残高証明書等の金額の一致をもって適正とし

ていた。 

 

（３）検査人員 … 土地改良区の規模により、以下のとおり２～３人体制で実施し

ており、会計経理に関する事項は検査員１人で対応していた。 

          ア 職員を配置している改良区 … ３人 

イ 職員を配置していない改良区 … ２人 

 

（４）検査方法 … 検査対象項目の確認に当たっては、検査人員・検査日数が少な

かったことから、検査立会者から聴き取るのみであった。 

 

（５）検査の立会い及び意見聴取 … 検査は１日で終了させることから、検査の効

率的実施に資するため、事務局を設置している土地改良区の検査

においては、役員の立会いを求めておらず、また、役員からの意

見聴取も実施していなかった。 
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３ 課題解決に向けた提言 

 

  千葉県が今後、不祥事件の再発防止と実効性の高い検査の実施を図るための「土

地改良区における新検査方針」を策定するに当たり、以下の項目について、特に留

意するよう提言する。 

 

（１）検査員の意識改革 

 ア 性善説に則った姿勢で検査に臨むことなく、常に職業的懐疑心を持ち検査に臨

むよう、検査員としての心得を身につけさせること。 

   また、不正を見抜く能力を向上させるため、個別事例の研修等を実施すること。 

 

 イ 検査業務と指導監督業務の組織体制を分離し、担うべき役割を明らかにするこ

と。 

 

（２）検査体制の強化 

 ア 土地改良区は、地区面積や組合員数、予算額などにより、その規模が大小多岐

にわたることを踏まえ、大規模土地改良区に対して、無通告検査を実施すること。

ただし、大規模土地改良区以外であっても、予算規模が特に大きい土地改良区や、

内部けん制が働いていない土地改良区、内部通報等により、特に必要と認められ

る土地改良区の場合は、無通告検査を実施すること。 

また、通告検査を実施する場合は、年度当初の一括通告ではなく、事前工作を

容易にさせないよう、個別に通告すること。 

なお、職員を配置していないような小規模土地改良区に対しては、役員に過度

な事務負担を生じさせないよう配慮すること。 

 

 イ 通告検査の場合において、検査基準日を検査着手日の前業務日とした場合、検

査通告日から検査前日までの間において事前工作が可能となるため、検査基準日

は検査通告日よりも過去の日とすること。 

 

 ウ 検査日数については、規模に関わりなく１日間で実施していた検査日数を、土

地改良区の規模に応じて見直すこと。 
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エ 検査人員については、今回の事案を踏まえ、新たに会計経理に精通した職員を

増員するなど、会計経理に関する事項の検査体制を強化すること。 

 

（３）検査方法の見直し 

 ア 会計面での不祥事は、多額の現金預金を取り扱っているところで多く発生して

いることから、現金預金の取扱いに係る検査については、残高の照合のみならず、

金銭の出入りの頻度や使途などの合理性にも着目するなど、詳細に照合確認する

こと。 

   また、金銭の出入りについては、手続きが適正なのかという準拠性だけでなく、

入出金額や入出金時期、入出金頻度が適正なのかという正当性にも着目して確認

すること。 

   なお、残高照合に当たっては、預金通帳及び預金証書の原本と必ず照合確認す

ること。 

 

イ 検査対象項目の確認に当たっては、聴取対象者本人だけでなく複数人から聴き

取ることとし、回答に矛盾点がないか注意を払うこと。 

また、複数人による相互チェックの実施や、職務の分担化、同一人物を長期間

同じ職務に関与させていないなどの、内部統制が図られているかについても検証

すること。 

さらに、事務局内のコンプライアンス推進体制など職場環境の健全性について

も確認すること。 

 

 ウ 事務局又は職員を設置している土地改良区であっても、必ず、役員の立会いを

得て検査を行うこと。 

また、役員からの意見聴取も実施し、役員がその適正な権限を持ち、職員等に

対する管理・監督責任を果たしているか確認すること。 

    

エ 会計経理に関する事項に係る、検査指摘事項については、口頭指摘に止めず、役

員も含めた関係者への的確な情報提供や指摘事項の事後的な改善確認ができる

よう、全て文書指摘すること。 
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（４）複式簿記方式・外部監査制度の導入促進 

 ア 大規模土地改良区に対して、土地改良区の財務及び運営に関するすべての取引

及び事象を補足できる複式簿記方式の導入促進を図ること。 

 

 イ 大規模土地改良区に対して、業務運営の透明性が高められる外部監査制度の導

入促進を図ること。 

   また、職務分掌や内部けん制が十分でない土地改良区に対しては、直接残高確

認や決算書等会計資料作成の外部委託化についても、導入促進を図ること。 

 

（５）その他 

 ア 大規模土地改良区に対して、リスクを適切に管理し、問題が大きくならないう

ちに解決することが可能となる、内部通報制度の導入促進を図ること。 

 

 イ 指導監督担当は、毎年、県内全土地改良区の決算書、総会（総代会）資料、役

員及び会計事務担当職員名簿等の報告徴収を実施し、当該報告内容を検証した上

で把握した問題点等について、常に検査担当と情報共有すること。 

   検査担当は、検査の実施に当たり、指導監督担当と連携し、事前に指導監督面

から見た問題点等について十分に把握し、検査に反映させること。 

   なお、指導監督面から見た問題点等により、必要と認められる場合は、重点事

項を設けるようにして、検査にメリハリをつけること。 

 

 ウ 統合整備を推進する土地改良区にあっては、改良区役員等の個別指導を行うと

ともに、統合整備に向けた改良区指導を行うことにより、事務職員が配置できる

程度の合併、合同事務所化を進めること。 

   また、土地改良区の運営を実質一人に任せきりにするなど、内部けん制が働い

ていないと認められる土地改良区に対しては、事業運営の基盤強化を図り、事務

的・技術的能力の向上を図る上で、統合整備（解散・合同事務所化含む）を強く

指導すること。 
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○検討会議の開催状況 

日 程 内      容 

平成 28 年 7 月 25 日（月） 

午後 3時～6時 

 

県庁本庁舎５階特別会議室 

第１回検査改善検討会議開催 

（１）検討会議の進め方について 

（２）土地改良区の概要について 

（３）不祥事件の概要について 

（４）現行の県の検査方法について 

（５）新検査方針（素案）について 

平成 28 年 8 月 22 日（月） 

午後 1時～3時 

県庁本庁舎５階特別会議室 

第２回検査改善検討会議開催 

（１）第１回検討会議における意見等について 

平成 28 年 9 月 12 日（月） 

午後 1時～3時 

県庁本庁舎５階特別会議室 

第３回検査改善検討会議開催 

（１）第２回検討会議における意見等について 

（２）報告書（案）について 

 

 



千葉県土地改良区に係る検査改善検討会議設置要綱 

（設置） 

第１条 千葉県干潟土地改良区において事務局職員による不適正な経理で多額

の使途不明金が生じ、県による定期検査において不正の発見に至らなかった

ことを受け、現行の県における検査方法の検証を行い、不祥事件の再発防止

と実効性の高い検査の実施を図ることを目的として、千葉県土地改良区に 

係る検査改善検討会議（以下「検討会議」という。）を設置する。 

なお、検討会議は地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づく附属 

機関の性質を有しない。 

 （所掌事務） 

第２条 検討会議は、次に掲げる各号の事務を所掌する。 

 一 土地改良区等検査実施要領に基づく現行の検査方法の検証 

 二 土地改良区等における不祥事件の再発防止のための実効性の高い検査 

方針の検討 

 三 その他、土地改良区に係る検査改善に関すること等  

（組織） 

第３条 検討会議の委員は、会計経理や法律等の専門的知識や優れた見識を有

する者を農林水産部長が選任する。 

２ 委員の任期は平成２９年３月３１日までとし、必要に応じて延長すること

ができる。 

（会議） 

第４条 検討会議は、必要に応じて農林水産部長が招集する。 

２ 検討会議は、検査業務の性質に鑑み原則として非公開とする。 

（会長） 

第５条 検討会議に会長を置き、会長は会議を総括する。 

２ 会長は、農林水産部長が指名した者とする。 

３ 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行

する。 

（委員以外の者の出席） 

第６条 検討会議は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、  

説明または意見を求めることができる。 

（守秘義務） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を

退いた後も同様とする。 

（事務局） 

第８条 検討会議の事務局は、農林水産部農地・農村振興課に置く。 

（雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、検討会議に関し必要な事項は、別に  

定める。 

附則  この要綱は、平成２８年６月１６日から施行する。 


